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都城市議会のハラスメント根絶に関する決議 

 

 

私たち都城市議会議員は、市民の負託を受けた代表者として、高い倫理観と責

任感を持って議会活動に取り組み、市政の発展及び市民福祉の向上に尽力しな

ければなりません。 

ハラスメントは、人権に関わる重大な問題であり、個人の尊厳や人格を不当に

傷つけ、精神的な被害をもたらすだけでなく、社会全体の信頼関係を著しく損な

う許されない行為です。 

とりわけ議員の市職員に対するハラスメントは、行政機能の停滞や人材の喪

失にもつながり、組織の業務遂行を阻害するなど重大な影響を与えます。 

都城市議会は、全ての人々が互いに尊重しあい、適切な行政運営が行えるよう、

議員と市職員との関係のみならず、議員同士、市民との関係など、全ての場にお

けるハラスメントの防止及び根絶に全力で取り組むとともに、市民に信頼され

る議会の実現を目指すため、下記のとおり決議します。 

 

記 

 
1 議員一人一人がハラスメントについて正しく理解し行動するために必要

な研修を継続的に実施します。 

2 ハラスメントのない、公正で透明性の高い議会運営、議会活動に努めます。 

3 「都城市議会ハラスメント根絶条例（仮称）」を策定し、市民からの信頼を

確立していきます。 

 

以上、決議する。 

 

 

令和７年９月２４日 
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